
展示「体育のはじまり」 

平成 20 年 10 月 6日～11 月 19 日 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

されている。 
「学制」  

明治 5年（1872年） 

尋常小学校（旧制の小学校）で

「體（体）術」の教科が定めら
れた。 

 

「滋賀県小学校規則（案）」 

     明治 25年（1892年）

小学校の体操では、「兵式體操」と

「普通體操」、「遊戯」を教えると
「女生徒運動服図案」 

 明治39年（1906年）

文部省の「普通教育に於

ける體操遊戯取調報告」

の参考案。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「全国體育デー要項」 

     大正 13年（1924年）

１１月３日に学校などで体育の行事
を行うよう、文部省からの依頼。 

 

止区域の設置依頼に添えられた区域図
「体育運動の振興に関する件（訓令）」

   大正 15年（1926年）

国民体育普及のために、生徒のみなら

ず県民も運動を習慣づけるように説い
ている。 

 

 

「端艇競走保護」            明治 28年（1895年）

「第一回大日本連合競漕会」のため琵琶湖総合競漕会が出した立入禁

※ 
。  ※端艇：カッターボート 



 

 

［左］ 

「體操科各学年新教材配当表」（部分）

    大正 5年（1916年）

野洲郡から報告された小学校の体操教材

の一覧。さまざまな名称の遊戯が行われ

ていた。 

［上］ 

「高等科併置之議ニ付稟申添付図  

栗太郡治田尋常高等小学校」 

 明治 35年（1902年） 

校舎の増改築にともない、53 坪（175

㎡）と 423 坪（1398 ㎡）の運動場が

２か所予定されている。        

 


